
個人住民税
（県民税・市町村民税）

特別徴収の事務手引き

岡山県・県内市町村

岡山県と県内すべての市町村は、平成
２８年度から個人住民税の給与からの
特別徴収（天引き）を徹底します
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　○○市町村長　あて

記号 略語（例）

A ２名以下 人

B 他特徴 人

C 少額 3 人

D 不定期 人

E 専従者 人

F 退職者 1

1

人

Ｇ １年未満 人

5 人

上記に該当しない場合は全て特別徴収扱いとなります。

　普通徴収とする場合は、本理由書を提出するとともに、個人別明細書の摘要欄に、必ず上記の
　「記号」又は「略語」を記入してください。記入がない場合は、全て特別徴収の取扱いとなります。

毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方

給与が毎月支給されていない方（不定期受給）

専従者給与が支給されている方（個人事業主のみ対象）

退職された方又は５月３１日までに退職予定の方（休職者を含む）

雇用契約期間が１年未満の方

普通徴収合計人数

普通徴収切替理由書

　別添「個人別明細書」については、普通徴収の基準に合致しますので、普通徴収として取り扱うようお願いします。

普通徴収理由 人数

受給者総人員（下記Ｂ～Ｇ該当者を除いた合計）が２名以下の事業所

他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方（乙欄該当者）
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●詳しくは県ホームページで

平成２７年９月発行

岡山県　特別徴収 検 索


